
学
生
の
皆
さ
ん
学
生
納
付
特

例
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
人
は
、
公
的
年

金
に
加
入
す
る
こ
と
が
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
学

生
も
20
歳
に
な
れ
ば
国
民
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
所
得
が
少
な
く
、
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
に
は
、
在
学
期
間
中
の
保

険
料
を
、
社
会
人
に
な
っ
て
か

ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
「
学

生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
制
度
で
は
、
原
則
４

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
保
険

料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
承

認
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
請
求

時
の
受
給
資
格
期
間
の
計
算
に

算
入
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期

間
の
保
険
料
は
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
卒
業
後
は
忘
れ
ず
に
追
納

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
追
納

す
る
場
合
は
、
承
認
を
受
け
て

か
ら
３
年
度
目
に
な
る
と
、
当

時
の
保
険
料
に
加
算
金
が
つ
き

ま
す
。

　

ま
た
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害

が
残
っ
た
と
き
や
、
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
態
で
障
害
年

金
や
遺
族
年
金
を
請
求
す
る
と

き
の
納
付
要
件
に
含
ま
れ
ま

す
。
（
学
生
納
付
特
例
の
申
請

日
に
よ
っ
て
は
含
ま
れ
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。
）

▽
さ
か
の
ぼ
り
申
請
‥
申
請
時

点
の
２
年
１
か
月
前
分
ま
で

※
申
請
が
遅
れ
る
と
、
障
害
年

金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
‥
国
民

年
金
手
帳
・
学
生
証
（
コ
ピ
ー

可
）
ま
た
は
在
学
証
明
書
・
印

か
ん
（
認
印
）
・
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
等
（
コ
ピ
ー
可
）

※
審
査
に
は
相
当
の
日
数
を
必

要
と
し
ま
す
。
結
果
が
ご
自
宅

に
届
く
前
に
、
保
険
料
納
付
案

内
書
の
送
付
や
保
険
料
の
督
促

な
ど
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

 問
広
島
南
年
金
事
務
所
☎
253
‐

７
７
１
０
／
住
民
課
保
険
年
金

グ
ル
ー
プ
☎
820
‐
５
６
０
４

れ
ま
す
。

【
負
担
額
】
原
則
、
基
準
額
の

一
割
で
す
。
た
だ
し
、
世
帯
の

所
得
状
況
に
応
じ
て
自
己
負
担

金
の
上
限
額
が
設
定
さ
れ
ま

す
。
基
準
額
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
は
自
己
負
担
で
す
。
な

お
、
世
帯
の
中
に
市
町
村
民
税

所
得
割
額
が
46
万
円
以
上
の
人

が
い
る
場
合
は
対
象
外
と
な
り

ま
す
。

※
購
入
・
修
理
前
に
必
ず
民
生

課
へ
ご
相
談
の
う
え
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

 問
民
生
課
障
害
者
福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
820
‐
５
６
３
５

腎
臓
機
能
障
害
者
の

通
院
費
を
助
成
し
ま
す

 対
人
工
透
析
治
療
を
受
け
る
た

め
に
通
院
し
て
い
る
在
宅
の
腎

臓
機
能
障
害
者
※
要
事
前
申
請

▽
助
成
額
‥
通
院
１
回
に
つ
き
、

バ
ス
運
賃
及
び
公
共
交
通
機
関

運
賃
の
30
％
に
相
当
す
る
額

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の
‥
身

体
障
害
者
手
帳
・
印
鑑

 問
民
生
課
障
害
者
福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
820
‐
５
６
３
５

障
害
者
・
難
病
患
者
等
へ
の

補
装
具
と
日
常
生
活
用
具
を

給
付
し
ま
す

▽
補
装
具
‥
身
体
上
の
障
害
を

補
う
補
装
具
の
交
付
・
修
理
を

行
っ
て
い
ま
す
。
補
装
具
の
種

目
に
よ
っ
て
交
付
・
修
理
の

際
、
県
の
判
定
が
必
要
な
も
の

も
あ
り
ま
す
。

（
種
目
の
例
）
義
肢
、
車
い
す
、

歩
行
補
助
つ
え
、
義
眼
、
眼
鏡
、

補
聴
器
、
座
位
保
持
い
す
等

 対
身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
し

て
い
る
人
お
よ
び
難
病
患
者
等

▽
日
常
生
活
用
具
‥
日
常
生
活

が
よ
り
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、

日
常
生
活
用
具
を
給
付
し
ま
す
。

（
種
目
の
例
）
入
浴
補
助
用
具
、

頭
部
保
護
帽
、
火
災
警
報
器
、

点
字
器
、
ス
ト
ー
マ
装
具
等

 対
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
精
神
手
帳
を
所
持
し
て
い

る
人
お
よ
び
難
病
患
者
等

【
共
通
事
項
】
障
害
の
程
度
、
種

類
な
ど
に
よ
っ
て
、
対
象
と
な

る
種
目
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
介
護
保
険
対
象
者
は
介

護
保
険
制
度
の
利
用
が
優
先
さ

難
聴
児
へ
の
補
聴
器

購
入
費
を
助
成
し
ま
す

　

言
語
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
の
向
上
を
促
進
す
る
た
め
、
軽
度
・

中
等
度
の
難
聴
児
が
、補
聴
器
を
購
入

す
る
際
の
費
用
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

 対
①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
18

歳
未
満
の
人
②
原
則
と
し
て
両

耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
デ
シ
ベ
ル

以
上
の
人
③
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
の
対
象
と
な
ら
な
い
人

▽
所
得
制
限
‥
世
帯
の
中
に
市
町

村
民
税
所
得
割
が
46
万
円
以
上
の
人

が
い
る
場
合
は
、対
象
外
と
な
り
ま
す
。

▽
対
象
経
費
‥
補
聴
器
の
購
入

お
よ
び
更
新
に
要
す
る
費
用

（
修
理
は
、
対
象
外
）

▽
自
己
負
担
額
‥
補
聴
器
購
入

に
係
る
費
用
の
１
／
３
及
び
補

助
基
準
額
を
超
え
た
額

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑
②
医
師
の
意
見
書
③
意

見
書
に
基
づ
き
補
聴
器
販
売
業

者
が
作
成
し
た
見
積
書

※
購
入
前
に
必
ず
民
生
課
へ
ご
相

談
の
う
え
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

 問
民
生
課
障
害
者
福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
820
‐
５
６
３
５

●子育て支援センターの主な予定（いずれも11：30に終了）

●パステルルーム

　地域での活動拠点としてご利用いただけます。育児

相談や家庭で楽しめる遊びの紹介などをしています。

　※パステルルーム開催日に西部地域健康センター内子

育て支援センターでも「おひさまルーム」を行います。

●おひさまルーム

　上記日程以外の日の9：30〜11：30

●ほっとるーむ（月〜金曜日13：00〜15：30）

　※第３水曜日のみほっとるーむベビー（11か月までの乳児対象）

●「うたとおはなしの広場」（第１・３金曜日14：30〜15：00）

　絵本の読み聞かせや季節の歌、作って遊べる簡単工

作もあります。

●「パパとおひさま」（毎月第２土曜日）9：30〜11：30

　パパも「おひさま」デビューしてみませんか？もちろん、ママとお

こさん、おじいちゃんおばあちゃんや里帰りの親子さんもOK！

●モグモグ教室

　栄養士が離乳食の終わりから幼児食についてお話し

ます。保健師による個別相談もできます。

●お誕生会

　毎月１回お誕生月のおこさんをみんなでお祝いしています。

● チャイルドシート、ジュニアシート、幼児二人同乗

用自転車、自転車幼児用座席の貸し出し

　町内に居住している人に臨時的、短期的な貸し出し

を行っています。

　１か月前から予約ができます。手続きには印鑑が必要です。

　詳しくは下記までお問い合わせください。（無料です）

　※いずれの事業も変更する場合があります。

　※子育て支援センターの予定表または電話でご確認ください。

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター
（西部地域健康センター内）　☎820-5502　 820-5503
開設日時（※年末年始、祝日除）：月〜金曜日９：30〜17：00
　　　　　　　　　　　　　　第２土曜日９：30〜11：30
〈子育て相談　月〜金曜日　13：00〜17：00〉

平
成
29
年
度

　
　
　
　

献
血
に
つ
い
て

　

本
年
度
の
献
血
は
、
次
の
日

程
で
行
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
日
程
お
よ
び
場
所
が
、
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 問
熊
野
町
公
衆
衛
生
推
進
協
議

会
（
生
活
環
境
課
内
）
☎
820
‐

５
６
０
６

５
月
、
６
月
は
不
正
大
麻
・

け
し
撲
滅
運
動
月
間
で
す

　

５
月
か
ら
６
月
に
か
け
て
、

庭
先
な
ど
で
美
し
い
花
を
咲
か

せ
て
私
た
ち
の
目
を
和
ま
せ
て

く
れ
る
け
し
に
は
、
植
え
て
は

い
け
な
い
種
類
が
あ
る
の
を
ご

存
知
で
す
か
。

　

植
え
て
も
よ
い
け
し
は
、「
ひ

な
げ
し
」
、
「
お
に
げ
し
」
、
「
あ

ざ
み
げ
し
」
な
ど
で
、
全
体
に

毛
が
多
く
生
え
て
い
ま
す
。

　

反
対
に
、
植
え
て
は
い
け
な

い
け
し
に
は
毛
は
ほ
と
ん
ど
無

く
、
葉
や
茎
は
白
っ
ぽ
い
緑
色

を
し
て
お
り
、
茎
は
太
く
、
葉

が
茎
を
巻
き
込
む
よ
う
に
し
て

付
い
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

　

ま
た
、
大
麻
は
、
昔
か
ら

「
あ
さ
」
と
呼
ば
れ
、
繊
維
や

種
子
を
採
る
た
め
に
栽
培
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
麻
薬
成
分
を
含

み
、
マ
リ
フ
ァ
ナ
や
ハ
シ
ッ

シ
ュ
な
ど
に
悪
用
さ
れ
る
た
め

一
般
に
は
栽
培
が
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

植
え
て
は
い
け
な
い
け
し
や

大
麻
を
栽
培
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
十
分
注
意
し
ま
し
ょ

う
。

　

け
し
の
見
分
け
方
に
つ
い
て

わ
か
ら
な
い
こ
と
や
、
植
え
て

は
い
け
な
い
け
し
や
大
麻
を
見

か
け
た
と
き
は
、
最
寄
の
保
健

所
・
支
所
ま
た
は
県
庁
薬
務
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 問
広
島
県
西
部
保
健
所
広
島
支
所

（
県
庁
内
）
☎
513
‐
５
５
３
３

親子で楽しく遊び、子育て仲間と交流し、学び合いな

がらゆとりある子育てができるよう応援しています。

親子はもちろんのこと、孫育て中のおじいちゃん、お

ばあちゃんもぜひご利用ください。

認知症カフェ情報▼認知症の人や、その家族、支援者が集い、自由に話せる場所です。
み ら い 時５月16日㈫13：30〜16：00 ￥200円 所くまの・みらい交流館

ぱたから 時６月７日㈬13：30〜16：00 ￥200円 所中溝コミュニティーセンター

実施日 開始時間 行事（講師・敬称略）

16日（火） 10：30 子育て懇談会（金澤綾子）

19日（金） 10：30 モグモグ教室

26日（金）  9：30 わくわくキッズ（２歳以上）

29日（月） 11：00 ５月生まれのお誕生会

６月５日（月）  9：30 ふわふわベビー（11か月までの乳児）　11：00〜リトミック

６月７日（水） 10：30 子育てなるほど講座「卒乳」

実施日 開始時間 場　　所

18日（木）  9：30 中央ふれあい館

実　施　日 時　　間 場　　所

６月20日（火）

 9：30〜11：30
くまの・みらい

交 流 館
12：30〜15：30

10月26日（木）

 9：00〜11：00
東 部 地 域 健 康

セ ン タ ー

13：00〜16：00 町 民 会 館

町内で過去に見つかった種類の植え
てはいけない種類の「けしの花」
（出典元：厚生労働省ホームページ）
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